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 仕 様 書  

業 務 名 令和８年度 保安林台帳電子化委託業務 

  

業 務 期 間 契約日から令和９年３月19日 

 

 

第１ 適用 
「保安林台帳電子化委託業務」(以下「本業務」という)の実施にあたっては、契約

書、本仕様書及び特記仕様書に基づき、実施するものとする。 

 

第２ 業務目的 
本業務は、保安林台帳の電子化を行い、保安林情報の適切な保存・管理等に資する

ことを目的とする。 

 

第３ 準拠法令等 
本業務の実施にあたっては、下記の関係法令等に準拠して行うものとする。 

（１）沖縄県森林計画関係図簿取扱い要領 

（２）個人情報の保護に関する法律 

（３）不動産登記法（平成 16 年法律第 123 号） 

（４）地籍調査作業規程準則（国土交通省） 

（５）公文書等の管理に関する法律（平成 21 年法律第 66号） 

（６）e-文書法（平成 16 年法律第 149 号） 

（７）ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証基準（JIS Q 27001） 

（８）その他、本業務の実施に関係する法令、条例、規則及び指針等 

 

第４ 業務実施体制等 
受託者は、文書情報管理士（上級） 「公益社団法人日本文書情報マネジメント協会

認定」の資格を有する者を管理技術者として定めるものとする。 

受託者が定めた管理技術者は、業務全体の統括、工程管理、品質管理及び文書情報

管理を担い、記録情報管理、個人情報保護の各専門分野については、それぞれ必要な

資格を有する者を実作業又は技術的指導若しくは照査として従事させることにより、

業務全体の品質確保を図るものとする。 

 

第５ 業務の遂行 
受託者は、下記により業務を遂行するものとする。 

（１）受託者は契約締結後、速やかに業務実施計画書を作成して発注者に提出し、発

注者の承諾を得なければならない。また、これを変更しようとする場合も同様

とする。なお、業務実施計画書には、以下に掲げる事項を記載するものとする。 

① 業務実施体制（管理技術者等の配置、連絡体制等） 

② 業務工程 

③ その他監督員が必要と指示した事項 

（２）受託者は、発注者の指揮監督のもとに本業務を処理するものとする。 

（３）受託者は、発注者の計画する業務について十分に理解し、細部についても独自

の判断で業務を進めることのないよう密接に協議等を行うものとする。 
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（４）受託者は、発注者が書面をもって指示したとき以外は、本業務に係るデータ及

び貸与資料等を他の用途に使用してはならない。 

（５）本仕様書又は準拠法令等に記載のない事項、若しくは疑義等が生じた場合は発

注者と受託者が協議の上、発注者の指示に従い業務を遂行するものとする。 

 

第６ 貸与資料 
発注者は、本業務を実施するために必要な以下の資料を受託者に貸与することがで

きる。 

（１）保安林台帳 A タイプ 

（２）保安林台帳 B タイプ 

２ 受託者は、発注者より貸与された資料について、破損・損壊等がないよう、丁寧 ・

慎重に取り扱うとともに、情報の漏洩を防止するため、以下により保管・管理等を行

うものするものとする。 

（１）行政情報並びに個人情報を含む各種データについては、情報の保護および安全

性が確保された方法（直接引渡等）により貸与を受けるものとする。 

（２）貸与資料の保管については、資料の機密性を十分に考慮し、入退室が管理され

た「耐火金庫」、又はこれと同等以上のセキュリティ機能を有する設備内で保管

するものとする。また、当該保管設備について、受託者は写真等により発注者へ

提示し、事前に発注者の承認を得るものとする。 

３ 受託者は、本業務の完了後、本業務に用いた貸与資料を発注者の指示に従い、速や

かに発注者に返却しなければならない。 

 

第７ 機密の保持 
受託者は、本業務に関連して秘密漏洩等の問題が生じた場合は、一切の責任を負う

とともに、以下の事項については発注者の指示に従うものとする。 

（１）受託者は、本業務の処理にあたり直接間接に知り得た発注者の業務の内容を第

三者に漏洩してはならない。 

（２）受託者は、本業務の処理に用いた原票、資料、貸与品等を発注者の承認なしに

第三者に複写、複製、閲覧、貸し出してはならない。 

（３）受託者は、本業務に係るデータの処理段階において、貸与資料を滅失又は損壊

することがないよう万全の注意を払うように努めなければならない。 

（４）受託者は、データ構築作業行う際は、外部へのデータ漏洩を防止するため、オ

フライン環境での作業体制を構築するものとする。 

 

第８ 再委託等の禁止 
受託者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

 

第９ 損害賠償 
本業務の遂行中に受託者が発注者並びに第三者に損害を与えた場合は、直ちに発注

者にその状況及び内容を連絡し、発注者の指示に従うものとする。 

また、損害賠償の責任は全て受託者が負うものとする。 

 

第10 完了届 
受託者は、本業務を完了した時は、遅滞なく完了届を発注者に提出するものとする。 

 

第11 検査 
受託者は、事前に成果品を発注者に提出し、検査を受けなければならない。 
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２ 受託者は、前条の規定による検査の結果不合格のものがあったときは、発注者の

指定する期限内に発注者の指示に基づき成果品を修正のうえ、発注者に提出し再検

査を受けなければならない。 

３ 受託者は、検査の結果合格となった時は、遅滞なく当該成果品を発注者に引き渡

すものとする。 

４ 受託者は、業務完了後といえども成果品に誤りが発見された場合は、発注者の指

示に従い速やかに訂正、補足等を受託者の負担において処理しなければならない。 

 

第12 成果品の帰属 
本業務における成果品の所有権は、発注者に属するものとする。 

ただし、業務遂行の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等（以下あわ

せて「発明等」という。）に係る特許権その他の知的財産権（特許その他の知的財産

権を受ける権利を含む。但し、著作権は除く。）、ノウハウ等に関する権利は、当該

発明等を行った者が属する当事者に帰属するものとする。 

 

第13 その他 
本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、発注者と受託者で協

議のうえ決定することとする。 

 

 


